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「事業加速円滑化国債」について【概要】

○防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策や災害復旧等の事業の円滑な実施のため、補正予算による
発注においても複数年度にわたる工事等が実施可能となるよう、令和3年度補正予算では、補正予算からス
タートする国庫債務負担行為を活用した発注方式（事業加速円滑化国債）の取組を実施。

○３か年以上にわたる国債契約においては、当該契約の中間年度（契約会計年度の翌年度）の支払限度額につ
いて、当初契約時点で「０」と設定し、補正予算が措置されるなど追加で予算執行が可能となった時期以降
で既済部分払等の支払いを可能とする。

■事業加速円滑化国債のイメージ

＜令和3年度＞ ＜令和４年度＞ ＜令和５年度＞

事業効果の
早期発現

従来の複数年国債
【当初予算】

事業加速円滑化国債
【補正予算】

（令和4年度当初予算で契約する2か年国債）

（令和３年度補正予算から契約する３か年国債）

■年度別の「出来高」と「支払」のイメージ ※C=200の工事とした場合

＜令和3年度＞ ＜令和４年度＞ ＜令和５年度＞

出来高予定額 0 160 40

支払限度額
64 0 136

当初契約時

64 80 56
※支払条件等の
変更あり

※令和3年度の支払
「前金」は必ず取得

※令和4年度以降、補正予算などにより
追加で予算の手当が可能となった場合
は変更契約を実施し、部分払を前倒し １
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「事業加速円滑化国債」の運用例①

■運用例① 【４か年国債の場合】 C=200の工事とした場合
＜令和3年度＞ ＜令和４年度＞ ＜令和５年度＞

出来高予定額 0 70 100

支払限度額

28 35 90

＜令和６年度＞

30

出来高に応
じた支出額
（仮定）

47

※前金払
（R3＋R4）出来高分
の4割

※R4出来高払
R4出来高分の9割
R3支払い分除く

※R5出来高払
R5出来高分の9割 ※残額

28 0 75 97

当初発注時の国債設定 ※１
R4出来高払＋R5前金払
（R5出来高分の4割）
※２
残額

※１ ※2

28 35 40 97
※3
R4出来高払分

※4
R5前金払分

※4ケース①：R4補正予算などにおいて支出化
※3

補正予算など
において支出化

28 35 90 47

※5
R5出来高払分※5ケース②：R5補正予算などにおいて支出化

補正予算など
において支出化

※2

※250

35

28

補正予算など当該年度で
支出が可能となった金額

注）上記作業（ケース①、②）の手続きにあたっては、変更契約の手続きが必要となります。
変更契約に伴い、支払限度額・中間前金払・部分払に関わる金額及び支払条件等が変更となります。 ２
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「事業加速円滑化国債」の運用例②

■運用例② 【３か年国債の場合】 C=200の工事とした場合
＜令和3年度＞ ＜令和４年度＞

出来高予定額 0 160

支払限度額

64 80

＜令和５年度＞

40

出来高に応
じた支出額
（仮定）

56

※前金払
（R3＋R4）出来高分
の4割

※R4出来高払
R4出来高分の9割
R3支払い分除く

※残額

64 0 136

当初発注時の国債設定
※２
残額

※2

64 80 56
※１
R4出来高払分

ケース①：R4補正予算などにおいて支出化
※1

補正予算など
において支出化

※280

64

注）上記作業（ケース①）の手続きにあたっては、変更契約の手続きが必要となります。
変更契約に伴い、支払限度額・中間前金払・部分払に関わる金額及び支払条件等が変更となります。

補正予算など当該年度で
支出が可能となった金額

３
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「事業加速円滑化国債」の運用例③

■運用例③ 【２か年国債の場合】 C=200の工事とした場合
＜令和3年度＞ ＜令和４年度＞

出来高予定額 0 200

支払限度額 80 120
※前金払
（R3＋R4）出来高分
の4割

※残額
R4当初予算にて手当て

注）2か年国債の場合は、通常の国債と同様の扱いとなります。ただし、Ｐ１ 概要資料に記載のとおり、初年度（令和3年度）の
前金に関わる支払いが伴いますので、注意願います。

＜令和3年度＞ ＜令和４年度＞

出来高予定額 0 200

支払限度額 0 200

※前金払なし ※R4当初予算にて手当て

※ゼロ国は初年度（令和3年度）の支払いをゼロとしているので、初年度（令和3年度）の支払い手続きは不用。

□参考 【２か年国債：ゼロ国の場合】 C=200の工事とした場合

４

中部地方整備局



入札公告及び入札説明書への記載について

■事業加速円滑化国債を活用する場合には、入札公告及び入札説明書に以下の内容を記載する。
（記載例）
（○）本工事は、国庫債務負担行為に基づく契約の中間年度（契約を締結する会計年度の翌年度をいう。）における請
負代金の支払いの限度額（以下「支払限度額」という。）について、当初契約の時点で「０」と設定し、補正予算が措
置されるなど追加で予算の執行が可能となった場合に、各年度の支払限度額を変更し、前倒しで既済部分払等の支払い
を可能とする「事業加速円滑化国債」を採用する。
支払条件等については、入札説明書及び現場説明書の内容を十分に確認すること。

■事業加速円滑化国債を活用する場合においては、入札説明書等に各会計年度における出来高予定額の割合に
ついても同様に明示を行う。

～第40条関係～
○支払条件（通常の国債工事の場合）
－各会計年度における請負代金額の支払限度額の割合及び出来高予定額の有無は次のとおりとする

○支払条件（事業加速円滑化国債の場合）
－各会計年度における請負代金額の支払限度額の割合及び出来高予定額の割合は次のとおりとする

※令和4年度に補正予算が措置されるなど追加で予算の執行が可能となった場合は、上表のように各会計年度の支払限度額の
割合を変更し、契約を変更することにより、各会計年度における支払限度額を変更するものとする。

※なお、上表は追加で執行可能となった予算額により令和4年度の出来高予定額の9割まで措置された場合であり、追加の予算
額によっては、上表と異なる場合がある。

支払限度額の割合 出来高の有無

令和３年度 ３２％ 無

令和４年度 ４０％ 有

令和５年度 ２８％ 有

支払限度額の割合 出来高予定額の割合

令和３年度 ３２％ ０％

令和４年度 ０％ ８０％

令和５年度 ６８％ ２０％

支払限度額の割合

令和３年度 ３２％

令和４年度 ４０％

令和５年度 ２８％

注：表に記載の○％については、「運用例②」を想定したケース。

５
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出来高部分払及び中間前金払の取扱について

■出来高部分払
○事業加速円滑化国債を活用する契約については、「出来高部分払方式の実施について」（平成22年9月28日付け国地
契第30号、国官技第207号）等に定める「出来高部分払方式」の対象とはしない。

■中間前金払
○事業加速化円滑化国債を活用する契約については、「公共工事の代価の中間前金払について」（昭和47年7月25日付
け建設省会発第633号）等に定める「中間前金払」の対象とすることができる。受注者が中間前金払を選択した場合
は、必要に応じて工事請負契約書（「工事請負契約書の制定について」（平成7年6月30日付け建設省厚契発第25
号）等の別冊をいう。以下同じ）第41条第1項（※１）を以下のとおり記載するものとする。

第４１条国債に係る契約の前金払（中間前金払を含む。）については、第３５条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ
るのは「契約書記載の工事完成の時期（最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末）」と、同条及び第３
６条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額（前会計年度末における第３８条第１項の請負代金相当
額（以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。）が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、
当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額）」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただ
し、この契約を締結した会計年度（以下「契約会計年度」という。）以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行
が可能となる時期以前に前払金（中間前払金を含む。以下この条において同じ。）の支払いを請求することはできない。

第41条 国債に係る契約の前金払については、第35条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事
完成の時期（最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末）」と、同条及び第36条中「請負代金額」とある
のは「当該会計年度の出来高予定額（前会計年度末における第38条第１項の請負代金相当額（以下この条及び次条におい
て「請負代金相当額」という｡)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払を
したときは、当該超過額を控除した額)｣と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度
（以下「契約会計年度」という｡)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支
払いを請求することはできない。

□参考 ※１

６
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契約変更の取扱について

■各会計年度における支払限度額の変更
○補正予算が措置されるなど追加で予算の執行が可能となった場合には、速やかに変更契約を実施し、工事請負契約書
第40条第１項に記載の各会計年度における支払限度額の変更（※１）を行う。

■部分払の支払回数の変更
○補正予算が措置されるなど追加で予算の執行が可能となった場合には、上記「支払限度額の変更」とあわせて、工事
請負契約書第38条第1項（※２）に記載の工期中に請求できる部分払の回数及び同第42号第3項（※３）に記載の各
会計年度に請求できる部分払の回数を変更するものとする。

□参考 ※１

 
 

（国庫債務負担行為に係る契約の特則）                               

第 40条 国庫債務負担行為（以下「国債」という。）に係る契約において、各会計年度における

請負代金の支払いの限度額（以下「支払限度額」という。）は、次のとおりとする。       

令和  年度          円  令和  年度          円 

令和  年度             円  令和  年度          円 

令和  年度             円 

 
 

（部分払）                                                         

第 38条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料〔及び製造

工場等にある工場製品〕（第 13条第２項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該

検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とするこ

とを指定したものに限る。）に相応する請負代金相当額の 10分の９以内の額について、次項から第

７項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中  回

を超えることができない。   
 
 

（国債に係る契約の部分払の特則）                                   

第 42条 

 
 

３ 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。                 

令和  年度      回   令和  年度      回 

令和  年度      回   令和  年度      回 

令和  年度      回 

□参考 ※２

□参考 ※３

７
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その他「発注見通し（PPI）」について

■発注見通し（PPI）における記載内容について

○発注見通し（PPI）においては、『その他』の欄に以下のとおり記載し、適用予算の区分けを行います。

・補正【国債】 ・・ 事業加速円滑化国債を適用した工事

・補正【ゼロ国】・・ ゼロ国債を適用した工事

・補正 ・・ 当該年度予算による工事（繰越承認後に公表・公告を実施）

※発注見通し（PPI)
「その他」の欄

８
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